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バス運行希望調査（案）
　交通対策特別委員会では、バスの運行希望路線を調査しました。バスの運行希望路線は、
ＡからＭの13路線、総キロ数は115ｋｍに及び希望停留所は85ヶ所になりました。
　なお、この調査結果をどのように生かしていくか検討を重ねているところです。
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去る、12月に開催されました第7回伊賀市議会(定例会)では、一般質問が
12月11日から14日までの4日間行われ、19名の議員により市の諸問題に
ついての質問がありました。

１月10日、議会運営委員会によって選任された６名の委員による議員政治倫理
審査会における審査結果の概要を政治倫理条例施行規則第７条により、次のとお
り公表します。

当審査会は、議長から、本城善昭議員に対して、「伊賀市議会だより（平成18年６月１日№５）に掲載（原
稿は自ら作成）した一般質問の内容に偽りがあった」として、伊賀市議会議員政治倫理条例（以下「条例」
という。）第３条に違反するおそれがあるとのことで、審査を付されたところであります。
当審査会では、今日まで６回の審査会を開催し、慎重審査を行ってきたところであります。
１月19日開催の第１回の審査会においては、会長に山岡耕道、副会長に岩田佐俊君を互選し、今後の進め

方について協議を行い、第２回審査会においては、発覚から今日までの経緯、第３回審査会では、条例第６
条第１項でいう審査請求の適否について協議し、本審査請求が妥当である旨、決定いたしました。
第３回・第５回の審査会では、本城善昭議員からの意見陳述、委員からの質疑が行われたところでありま

す。
審査内容の詳細につきましては会議録に譲りますが、特に、本城善昭議員から虚偽の記述にいたった経緯、

市議会だよりの信用を失墜させたこと、並びに、市民・議会等関係者に対する陳謝がありました。委員から
は、団体等に対する利益誘導ではないか、思いが高じての虚偽記述と言われるが捏造ではないかとの質疑が
あり、本城善昭議員からは、決して利益誘導を意図した記述ではない、また、捏造と言われれば認めざるを
得ない、とのことでありました。
当審査会は、以上のような審査経緯を踏まえ、次のような結論を得たところであります。
本城善昭議員には、議員全員懇談会での陳謝、広報委員会委員、及び少子高齢化対策特別委員会副委員長

の辞職願などが提出されているものの、市議会だよりへ虚偽の原稿を掲載した行為は、市民並びに福祉に携
わる団体等へ多大なる迷惑をかけ、また、市議会並びに市議会だよりに対する信頼を著しく失墜させた責任
は重大である。
これらの理由により、本城善昭議員には、条例第3条第5号に抵触するものと考えられる。
ついては、議長において、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、

市民の信頼を回復する処置を定めた、条例第９条により、
・任期中の全ての役職停止。
以上の処置を講じられんことを付言し、報告とします。

平成19年1月29日

　　　　　伊賀市議会議長　安本　美栄子　様

伊賀市議会議員政治倫理審査会　　　　　
会長　山岡　耕道　　　

議長においては、上記議員政治倫理審査会からの報告を受け、１月29日付にて、
本城善昭議員に対して、次の文書を手渡しました。

　　　　　　平成19年1月29日

　　　　　伊賀市議会議員　本城　善昭　様
伊賀市議会議長　安本　美栄子　　　　　

貴殿が記述した、「伊賀市議会だより（平成18年6月1日№5）に掲載した一般質問の内容に偽りがあった」
として、伊賀市議会議員政治倫理条例（以下「条例」という。）第４条の規定に基づき、調査請求書が提出
され、条例３条に違反するおそれがあるとのことで、政治倫理審査会に審査を付したところであります。
１月29日付にて、同審査会会長から、市議会だよりへ虚偽の原稿を掲載した貴殿の行為は、市民並びに福

祉に携わる団体等へ多大なる迷惑をかけ、また、市議会並びに市議会だよりに対する信頼を著しく失墜させ
た責任は重大であり、条例第３条第５号に抵触する。
よって、本職に対して､「任期中の全ての役職停止」の処置を講じられたいとの報告がありました。
ついては、本職においても､この件にかかる貴殿の行為は、市民全体の代表者である議員としての品位と名
誉を損なう行為と考え､条例第９条に基づき、議会運営委員会の同意を得たので､同条第３号により、貴殿に
次のことを求めます。

記
１．任期中の全ての役職停止。
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■　原案可決されたもの
議案第157号　平成18年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第2号）
� < 全会一致 >
議案第158号　平成18年度三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）
� < 全会一致 >
議案第159号　平成18年度三重県伊賀市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）�
� 　< 全会一致 >
議案第160号　平成18年度三重県伊賀市老人保健特別会計補正予算（第2号）
� < 全会一致 >
議案第161号　平成18年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計補正予算

（第2号）� < 全会一致 >
議案第162号　平成18年度三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第1号）� < 全会一致 >
議案第163号　平成18年度三重県伊賀市公共下水道事業特別会計補正予算

（第1号）� < 全会一致 >
議案第164号　平成18年度三重県伊賀市浄化槽事業特別会計補正予算（第1号）
� < 全会一致 >
議案第165号　平成18年度三重県伊賀市病院事業会計補正予算（第3号）
� < 全会一致 >
議案第166号　平成18年度三重県伊賀市水道事業会計補正予算（第2号）�
� < 全会一致 >
議案第167号　平成18年度三重県伊賀市伊賀下水道事業会計補正予算　

（第1号）� < 全会一致 >
議案第168号　助役制度及び収入役制度の見直しに伴う関係条例の整理に関す

る条例制定について� < 賛成多数 >
地方自治法の一部改正により、平成19年4月1日からの助役及び収入
役制度の改正により関係条例を改正するもの。

議案第169号　吏員制度の廃止による関係条例の整理に関する条例の制定に
ついて� < 全会一致 >

地方自治法の一部改正により関係条例を改正するもの。
議案第170号　伊賀市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例の制定に

ついて� < 全会一致 >
辺地地域で施工する移動通信用鉄塔施設整備事業の費用に充てるた
め、この施設を利用する通信事業者から分担金を徴収するための条
例を制定しようとするもの。

議案第171号　学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理
に関する条例の制定について� < 全会一致 >

学校教育法の一部改正により関係条例を改正するもの。
議案第172号　伊賀市検診センター設置条例の制定について� < 全会一致 >

伊賀市検診センターの開設に向けて、名称及び位置、業務や休診日
等について規定するため本条例を制定するもの。

議案第173号　伊賀市職員の給与に関する条例の一部改正について
� < 全会一致 >

平成18年度の人事院勧告に準じて本条例を改正するもの。
議案第174号　伊賀市消防団員等公務災害補償条例の全部改正について
� < 全会一致 >
議案第175号　伊賀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の

一部改正について� < 全会一致 >
政令の規定の例を準用するため、本条例を改正するもの。

議案第176号　伊賀市給食センター設置条例の一部改正について
� < 賛成多数 >

「（仮称）いがっこ給食センター夢」の設立に伴う同施設の名称等
を追加するため、本条例を改正するもの。

議案第177号　あやま文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に
ついて� < 全会一致 >

利用料金について条例を改正するもの。
議案第178号　伊賀市保育所条例の一部改正について� < 全会一致 >
議案第179号　伊賀市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正について� < 全会一致 >
伊賀市立大山田西保育園の設置位置の変更と同園に併設する子育て
支援センターの施設の名称や位置、利用時間等定めるため本条例を
改正するもの。

議案第180号　伊賀市立上野総合市民病院の診療報酬額の基準及び使用料、手
数料等に関する条例の一部改正について� < 全会一致 >

厚生労働省の告示名称の変更により本条例を改正するもの。
議案第181号　伊賀市農林関係土木事業分担金徴収条例の一部改正について
� < 賛成多数 >

県単独土地基盤整備事業及び県単独農村集落機能強化支援事業の分
担金の率を改正するもの。

議案第182号　伊賀市特別会計条例の一部改正について� < 全会一致 >
「上野市駅前地区市街地再開発事業」の適正な経理を行うため平成
19年度から「伊賀市市街地再開発事業特別会計」の設置による本条

例を改正するもの。
議案第183号　伊賀市伊賀下水道事業の財務に関する条例の廃止について　　�

� < 全会一致 >
下水道事業の経理方式について、特別会計方式に統一するため、同
条例を廃止するもの。

議案第184号　伊賀市・名張市広域行政事務組合規約の変更に関する協議に
ついて� < 賛成多数 >

地方自治法の一部改正により、本組合規約の変更に関する協議。
議案第185号　伊賀南部消防組合規約の変更に関する協議について
� < 全会一致 >
議案第186号　伊賀南部消防組合の解散に関する協議について�< 全会一致 >
議案第187号　伊賀南部消防組合の解散に伴う財産処分に関する協議について
� < 全会一致 >

平成19年3月の同組合解散にあたり、地方自治法の規定により解散後
の事務の継承について組合規約の変更を、また、同組合の解散につ
いて、名張市と協議を行うこと、そして、その財産処分に関する協
議。

議案第188号　伊賀南部環境衛生組合規約の変更に関する協議について
� < 賛成多数 >

地方自治法の一部改正により、本組合規約の変更に関する協議。
議案第189号　辺地に係る総合整備計画について� < 全会一致 >

青山支所管内の新たな５地区における道路、簡易水道施設、集会施
設、通信施設等の公共施設について、平成18年度から22年度までの
５ヵ年の総合整備計画を作成しようとするもの。

議案第190号　辺地に係る総合整備計画の変更について� < 全会一致 >
青山支所管内の種生地区の整備計画の一部変更を行うもの。

議案第191号　字の区域の変更について� < 全会一致 >
県営経営体育成ほ場整備事業倉部川沿岸地区野村換地工区の土地改
良事業に伴い、耕地等が整理統合されたので、小字の区域を変更し
ようとするもの。

議案第192号　三重県後期高齢者医療広域連合設立の協議について�
� < 賛成多数 >

後期高齢者医療制度の事務を効率的に処理するため、県内すべての
市と町が加入する広域連合を設立予定で、関係団体の協議で定めよ
うとするもの。

議案第193号　指定管理者の指定について� < 全会一致 >
阿山交流促進施設について阿山物産振興協同組合を指定管理者に指
定するもの。

議案第194号　工事請負契約の締結について� < 全会一致 >
青山支所管内の市道腰山福川線道路改良工事

議案第195号　工事請負契約の締結について� < 全会一致 >
青山支所管内の市道阿保老川線道路改良工事

議案第196号　（仮称）伊賀市給食センター厨房機器一式（可動機器）の買入
れについて� < 賛成多数 >

議案第197号　市道路線の認定について� < 全会一致 >
県道の移管や道路の建設等に伴い新たに３路線を認定するもの。

議案第198号　市道路線の変更について� < 全会一致 >
道路の建設やほ場整備事業等よる起終点の見直し等より６路線を変
更するもの。

議案第199号　市道路線の廃止について� < 全会一致 >
路線見直しに伴い１路線を廃止するもの。

発議第18号　　伊賀市議会委員会条例の一部改正について� < 全会一致 >
地方自治法の一部改正により本条例を改正するもの。

発議第19号　　伊賀市議会会議規則の一部改正について� < 全会一致 >
地方自治法の一部改正により本規則を改正するもの。

■　原案同意されたもの
議案第200号　公平委員会委員の選任について� < 全会一致 >

中林律子氏(伊賀市川西)が同意されました。
議案第201号　教育委員会委員の任命について� < 全会一致 >

岡島和子氏(伊賀市中村)が同意されました。

議案第153号　損害賠償の額を定め、和解することについて� < 全会一致 >
医療事故による損害賠償の額を定めようとするもの。

議案第154号　平成18年度三重県伊賀市病院事業会計補正予算（第２号）
� < 全会一致 >
議案第155号　工事請負契約の締結について� < 全会一致 >

しらさぎクリーンセンター焼却施設の解体工事
議案第156号　工事請負契約の締結について� < 全会一致 >

島ヶ原第２浄水場築造工事に係る水処理施設
発議第17号　北朝鮮の地下核実験に対する国連安保理決議の完全履行と平和

解決を求める意見書（案）の提出について� < 全会一致 >

12月定例会議案等の審議結果

第6回(10月)臨時会議案等の審議結果

▲防災無線屋外拡声子局
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あ
る
②
中
心
市
街
地
活
性
化
は
も
う
遅
い
の
で

は
な
い
の
か
、
と
の
意
見
も
聞
か
れ
ま
し
た
が
、
中
心

市
街
地
の
現
状
を
考
え
て
み
る
と
き
、
何
も
対
策
を
行

な
わ
な
い
と
い
う
の
で
は
地
域
づ
く
り
が
出
来
な
い
の

で
は
な
い
か
と
の
意
見
で
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
最
後
に
、

設
立
準
備
委
員
か
ら
は
、
こ
の
中
心
市
街
地
活
性
化
計

画
は
最
後
の
計
画
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
つ
く
い
の
気

持
ち
で
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
の
話
が
あ
り
、

委
員
も
熱
意
を
感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
当
委
員
会
は
、
10
月
27
日
に
開
催
さ
れ
、
伊
賀
市
に

お
け
る
処
理
方
法
の
異
な
る
（
特
色
あ
る
）
３
施
設
の

視
察
研
修
を
行
な
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
い
が
ま
ち
西
部

と
阿
山
河
合
処
理
区
の
せ
せ
ら
ぎ
浄
化
セ
ン
タ
ー
に
つ

き
ま
し
て
は
、
処
理
方
法
は
、
土
壌
被
覆
礫
間
接
触
酸

化
法
で
特
色
は
、
時
間
が
50
時
間
と
長
い
た
め
負
荷
変

動
が
起
き
て
も
処
理
能
力
が
安
定
し
て
い
る
の
と
、
管

理
費
が
比
較
的
安
く
つ
く
と
の
説
明
を
受
け
た
。
次
に
、

上
野
新
都
市
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
ま
す
が
、
処
理
方

法
は
、
活
性
汚
泥
法
と
砂
ろ
過
を
組
み
合
わ
せ
た
方
式

で
、
排
除
方
法
は
、
分
流
式
で
通
常
の
汚
泥
管
と
、
浸

水
防
除
対
策
と
し
て
雨
水
管
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
こ
の

よ
う
な
処
理
区
は
、
こ
の
新
都
市
処
理
区
だ
け
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
後
、
ク
リ
エ
イ
ト
ラ
ン
ド
（
産
業
用
地
）

排
水
処
理
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
た
。
三
箇
所
目
の

比
自
岐
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
で
は
、
し
尿
と
生
活

雑
排
水
を
活
性
汚
泥
方
式
の
連
続
流
入
間
欠
曝
気
方
式

を
採
用
し
、
処
理
し
た
後
、
水
生
植
物
等
の
自
然
水
質

浄
化
施
設
に
よ
り
浄
化
さ
れ
る
効
果
を
実
証
施
設
に
よ

り
実
験
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
、
接
触
酸
化

水
路
方
式
と
バ
イ
オ
ジ
オ
フ
ィ
ル
タ
ー
等
を
組
み
合
わ

せ
て
処
理
し
、
農
業
用
水
と
し
て
再
利
用
し
て
い
る
。

　
昨
年
10
月
24
日
開
催
さ
れ
ま
し
た
伊
賀
南
部
環
境
衛

生
組
合
議
会
に
お
い
て
、
新
ご
み
焼
却
施
設
等
に
か
か

る
請
負
契
約
の
締
結
議
案
が
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
が
、
審
議
過
程
に
お
い
て
、
ご
み
処
理
施
設
比
較

検
討
審
査
委
員
会
で
下
位
評
価
で
あ
っ
た
業
者
が
請
け

負
う
こ
と
に
つ
い
て
、
安
全
・
安
心
面
に
お
い
て
不
安

が
あ
る
な
ど
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。
当
委
員
会
は
、

こ
の
こ
と
を
受
け
、
当
該
業
者
が
平
成
14
年
に
竣
工
し

た
長
崎
県
対
馬
市
の
対
馬
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
を
視
察

し
ま
し
た
。
対
馬
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
処
理
能
力
は
、

１
日
60
ト
ン
、
２
炉
、
ガ
ス
化
溶
融
炉
方
式
で
あ
り
、

南
部
環
境
衛
生
組
合
の
施
設
よ
り
小
規
模
で
す
が
、
焼

却
方
式
、
施
設
内
排
水
は
無
放
流
な
ど
同
様
で
あ
り
ま

し
た
。
担
当
者
の
案
内
に
て
、
施
設
内
を
つ
ぶ
さ
に
視

察
す
る
と
と
も
に
、
特
に
、
比
較
検
討
審
査
委
員
会
か

ら
指
摘
の
あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
質
し
た
と
こ
ろ
、
連

続
稼
働
日
数
は
45
日
で
あ
り
、
窒
素
酸
化
物
の
大
き
な

変
動
も
な
く
安
定
し
て
い
る
、
更
に
、
操
業
以
来
、
重

大
な
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
順
調
に
稼
動
し
て
い
る
、
と
の

説
明
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
当
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は
、
ご
み
１
キ
ロ
当
た
り
38
円

と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
担
当
者
か
ら
、
維
持
管
理

業
者
と
の
委
託
契
約
は
、
長
期
で
の
契
約
を
勧
め
る
、

と
の
助
言
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

中
心
市
街
地
活
性
化
対
策
特
別
委
員
会

川
上
ダ
ム
・
下
水
道
対
策
特
別
委
員
会

人
権
同
和
・
環
境
対
策
特
別
委
員
会
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少
子
化
対
策
分
科
会
で
は
、
10
月
20
日
に
分
科
会
を

開
催
締
切
日
の
決
定
①
ア
ン
ケ
ー
ト
設
問
内
容
の
精
査

②
ア
ン
ケ
ー
ト
締
切
日
の
決
定
③
ア
ン
ケ
ー
ト
の
配
布

方
法
④
集
計
方
法
に
つ
い
て
は
少
子
化
対
策
分
科
会
で

行
な
う
こ
と
と
決
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
配
付
先
の

保
育
園
・
幼
稚
園
を
40
箇
所
、
企
業
・
事
業
所
50
社
を

分
科
会
委
員
で
手
分
け
を
し
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
協
力
の

お
願
い
に
伺
い
ま
し
た
。
次
に
、
高
齢
化
対
策
分
科
会

で
す
が
、
去
る
10
月
17
日
に
市
内
２
箇
所
の
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
を
訪
問
し
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
施
設
の
経
営
・

運
営
上
の
現
状
を
課
題
に
意
見
交
換
会
を
行
い
、
合
わ

せ
て
施
設
見
学
も
行
い
ま
し
た
。
11
月
28
日
に
少
子
高

齢
化
対
策
特
別
委
員
会
を
開
催
し
、
両
分
科
会
に
お
け

る
現
在
ま
で
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
報
告
い
た
し

ま
し
た
。
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
過
日
、
配
付
し
お

願
い
を
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
少
子
化
に
関
す
る
意
識

調
査
の
回
収
状
況
で
す
が
、
11
月
28
日
現
在
で
、
企
業

用
１
５
部
・
市
民
用
２
６
１
部
の
合
計
２
７
６
部
の
回

答
を
い
た
だ
き
、
今
後
の
集
計
方
法
や
日
時
に
つ
い
て

協
議
を
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で

の
意
見
交
換
会
の
結
果
を
報
告
し
、
協
議
を
し
ま
し
た
。

そ
の
他
の
項
で
、
介
護
保
険
で
の
案
件
に
つ
い
て
行
政

担
当
者
よ
り
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　
当
委
員
会
は
、
９
月
議
会
以
降
、
10
月
３
日
に
開
催

し
、
11
月
24
日
豊
田
市
へ
交
通
問
題
で
視
察
を
行
な
い

ま
し
た
。
10
月
３
日
の
委
員
会
は
、
行
政
か
ら
現
在
進

め
て
い
る
交
通
問
題
の
説
明
を
受
け
、
意
見
交
換
会
を

し
ま
し
た
。
行
政
か
ら
は
交
通
計
画
を
策
定
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
た
、
交
通
計
画
協
議
会
が
中
間
案
の
取
り

ま
と
め
を
行
な
う
と
こ
ろ
ま
で
作
業
が
進
ん
で
い
る
こ

と
、
10
月
中
頃
か
ら
11
月
に
か
け
て
支
所
別
の
説
明
会

を
行
な
う
こ
と
。
来
年
の
年
明
け
後
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
行
い
18
年
度
中
に
交
通
計
画
を
完
成
す
る
こ
と
。

19
年
度
か
ら
地
域
の
住
民
や
議
会
の
理
解
を
得
な
が
ら

順
次
、
計
画
的
に
施
策
の
実
施
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
、

資
料
に
基
づ
き
詳
し
く
報
告
を
受
け
ま
し
た
。
委
員
か

ら
は
「
支
所
ご
と
に
実
施
す
る
の
で
す
か
」
「
当
委
員

会
で
検
討
し
て
き
た
不
便
地
域
の
解
消
案
に
つ
い
て
計

画
に
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
」
「
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の

試
験
的
導
入
に
つ
い
て
全
市
的
に
や
る
べ
き
だ
」
「
新

堂
か
ら
伊
賀
神
戸
ま
で
通
学
を
含
め
た
バ
ス
を
走
ら
せ

て
ほ
し
い
」
「
ｅ
‐
ま
ち
タ
ク
シ
ー
、
デ
マ
ン
ド
バ
タ

ク
シ
ー
を
も
っ
と
活
用
す
べ
き
だ
」
「
運
賃
体
系
の
考

え
で
は
で
は
い
ま
ま
で
無
料
で
あ
っ
た
の
が
子
ど
も
半

額
で
も
月
５
０
０
０
円
に
も
」
等
各
委
員
か
ら
様
々
な

意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
委
員
会
は
、
豊
田
市

の
視
察
内
容
も
含
め
、
当
委
員
会
め
ざ
す
不
便
地
区
の

解
消
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
深
め
、
様
々
な
角
度
か
ら
、

十
分
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
当
委
員
会
は
、
10
月
５
日
に
開
催
さ
れ
、
林
業
の
活

性
化
の
推
進
役
を
担
っ
て
い
る
、
マ
ル
タ
ピ
ア
協
業
組

合
、
フ
ォ
レ
ス
ト
伊
賀
及
び
伊
賀
森
林
組
合
と
の
懇
談

を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　
木
材
の
不
況
か
ら
近
年
、
各
林
家
に
よ
る
山
林
の
管

理
が
停
滞
し
、
山
林
離
れ
と
い
う
か
、
放
置
し
、
山
林

の
荒
廃
を
ま
ね
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
森

林
の
持
つ
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
ず
に
、
災
害
を
引

き
起
こ
し
て
い
る
た
め
、
早
急
に
対
策
を
考
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
マ
ル
タ
ピ
ア
は
、
６
万
㎡
の
広
大
な

売
り
場
と
高
性
能
設
備
を
有
す
る
、
伊
賀
唯
一
の
原
木

市
場
で
、
ま
た
、
フ
ォ
レ
ス
ト
伊
賀
で
は
、
多
く
の
若

い
林
業
労
働
者
が
活
動
で
き
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
を

整
え
る
た
め
に
設
立
さ
れ
、
活
動
さ
れ
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
り
ま
し
た
。
材
木
を
間
引
き
す
る
間
伐
は
、
健

全
で
活
力
あ
る
森
林
に
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
育
林
作

業
の
１
つ
で
、
森
林
内
に
適
度
な
光
が
入
り
、
低
木
や

下
草
の
発
生
が
促
さ
れ
、
表
土
の
流
出
が
防
止
さ
れ
る
。

形
質
の
優
れ
た
利
用
価
値
の
高
い
木
材
が
生
産
さ
れ
る

な
ど
の
目
的
が
あ
り
ま
す
。

　
間
伐
は
、
山
か
ら
出
し
て
く
る
経
費
が
高
く
つ
き
、

採
算
が
合
わ
な
い
、
山
林
者
が
高
齢
と
な
っ
て
い
る
な

ど
挙
げ
ら
れ
る
が
、
伊
賀
の
山
林
資
源
を
い
か
に
流
通

に
乗
せ
て
い
く
か
、
ま
た
、
生
産
経
費
を
下
げ
る
取
り

組
み
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
伊
賀
森
林
組
合
で
は
、

林
業
に
関
し
て
、
指
導
、
販
売
、
購
買
、
利
用
、
金
融
、

林
地
処
分
の
６
部
門
で
の
事
業
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

18
年
度
事
業
で
は
、
森
林
環
境
創
造
事
業
の
拡
大
・
流

域
循
環
資
源
林
や
流
域
公
益
林
の
整
備
事
業
の
推
進
・

治
山
、
受
託
造
林
、
林
道
管
理
、
調
査
事
業
を
進
め
る
・

緊
急
間
伐
団
地
の
設
定
な
ど
、
い
ず
れ
も
林
業
に
重
要

な
事
業
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
全
体
を
通
し
、
地
産
地

消
で
伊
賀
材
を
使
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
ア
ピ
ー
ル

に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
林
道
整
備
な
ど
間

伐
に
対
し
て
、
力
を
入
れ
て
ほ
し
い
と
の
要
望
が
あ
り

ま
し
た
。
委
員
会
と
し
て
は
、
林
家
の
生
活
の
た
め
に

も
、
更
に
は
健
全
な
森
林
管
理
運
営
の
た
め
に
も
、
林

業
に
対
す
る
施
策
を
十
分
に
考
え
、
促
進
・
支
援
体
制

を
講
じ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
市
、

県
、
国
に
お
い
て
も
林
業
の
生
産
基
盤
と
な
る
整
備
、

特
に
林
道
な
ど
の
作
業
道
の
新
設
、
整
備
を
推
進
し
、

森
林
へ
簡
単
に
通
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
林

業
の
活
性
化
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
今
後
も
引
き
続
き
、

農
林
業
の
活
性
化
に
向
け
て
調
査
研
究
を
重
ね
、
努
力

し
て
ま
い
り
ま
す
。

特別委員会報告
少
子
高
齢
化
対
策
特
別
委
員
会

交
通
対
策
特
別
委
員
会

農
林
業
活
性
化
特
別
委
員
会
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議
案
第
百
六
十
八
号�

　
『
助
役
制
度
及
び
収
入
役
制
度
の
見
直
し
に
伴
う

　
　
　
　
　
　
　
　
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
』�

　
本
案
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
「
助
役
」
が
「
副
市
長
」
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
「
収
入
役
」
が
廃
止
と
な

り
、
一
般
職
の
「
会
計
管
理
者
」
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
と

の
こ
と
で
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
副
市
長
２
人
制
や
会
計
管
理
者
に
つ
い
て
の
市
長
の
考
え
は
ど
う
か
。
ま

た
、
助
役
か
ら
副
市
長
に
な
っ
て
委
譲
さ
れ
る
権
限
は
、
今
わ
か
る
範
囲
で
ど
ん
な
も
の
か
、
さ

ら
に
、
会
計
管
理
者
の
設
置
に
よ
り
、
会
計
管
理
者
と
出
納
室
長
が
一
本
化
さ
れ
る
の
か
と
質
疑

が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
助
役
２
人
制
は
合
併
時
の
合
意
で
４
年
間
は
こ
の
ま
ま
で
い
き
た
い
と
の
こ

と
で
あ
り
、
助
役
そ
れ
ぞ
れ
に
担
当
を
決
め
る
こ
と
で
一
定
の
効
果
が
出
て
い
る
と
の
こ
と
で
し

た
。
ま
た
、
委
譲
さ
れ
る
権
限
は
、
現
時
点
で
は
具
体
的
に
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
各
部
に
ヒ

ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
副
市
長
に
委
譲
す
る
権
限
の
詳
細
を
決
め
、
４
月
１
日
ま
で
に
規
則
に
よ
り

告
示
す
る
予
定
で
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
さ
ら
に
、
会
計
管
理
者
の
設
置
に
つ
い
て
、
会
計
管

理
者
は
一
般
職
で
あ
る
の
で
、
出
納
室
長
が
よ
り
権
限
を
持
っ
た
形
に
な
る
が
、
一
本
化
さ
れ
る

か
ど
う
か
は
組
織
と
し
て
決
ま
っ
て
い
な
い
、

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
討
論
に
お
い
て
委
員
か
ら
は
、
合
併
後
の
早
期
一
体
化
の
疎
外
に
な
ら
な
い
よ
う
に
制
度
運

用
す
べ
き
で
あ
り
、
今
後
決
め
ら
れ
る
副
市
長
の
職
権
・
業
務
分
担
が
市
民
に
わ
か
り
や
す
い
も

の
に
な
る
よ
う
に
望
む
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

議
案
第
百
七
十
二
号

　
『
伊
賀
市
健
診
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
』

議
案
第
百
八
十
一
号

　
『
伊
賀
市
農
林
関
係
土
木
事
業
分
担
金

　
　
　
　
　
　
　
　
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

付
託
　
議
案
十
三
件

付
託
　
議
案
十
件

付
託
　
議
案
二
件

　
本
案
は
、
県
単
独
土
地
基
盤
整
備
事
業
及
び
県
単
独
農
村
集
落
機
能
強
化
支
援
事
業
の
分

担
金
の
率
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
県
単
独
農
村
集
落
機
能
強
化
支
援
事
業
の
採
択
条
件
と
予
算
枠
に
つ
い

て
、
ま
た
、
本
年
度
に
前
倒
し
す
る
事
業
内
容
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
同
事
業
で
い
う
カ
バ

ー
プ
ラ
ン
ツ
植
栽
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
県
の
採
択
基
準
は
２
ha
か
ら
20
ha
で
麦
、
大
豆
な
ど
集
団
転
作
営
農
に

取
り
組
ま
れ
て
い
る
地
域
が
優
先
さ
れ
、
予
算
枠
は
、
18
年
度
、
県
の
補
助
金
ベ
ー
ス
で
２

８
０
０
万
円
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
前
倒
し
す
る
事
業
は
、
柏
野
地
区
で
の
農
道

整
備
で
、
７
０
０
万
円
の
事
業
費
で
、
幅
員
３
ｍ
、
延
長
７
５
０
ｍ
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
同
事
業
で
い
う
カ
バ
ー
プ
ラ
ン
ツ
植
栽
と
は
、
高
い
畦
畔
な
ど
で
の
除
草
作
業
の

省
力
化
や
土
砂
流
失
防
止
の
た
め
に
植
物
を
植
栽
す
る
こ
と
で
、
茎
や
枝
を
横
に
伸
ば
し
地

面
を
覆
う
岩
だ
れ
草
な
ど
が
あ
る
、
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

議
案
第
百
八
十
二
号

　
『
伊
賀
市
特
別
会
計
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

付
託
　
議
案
五
件

　
本
案
は
、
上
野
市
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
収
支
な
ど
を
一
般
会
計
か
ら
切

り
離
し
、
円
滑
な
運
営
と
経
理
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
特
別
会
計
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
財
源
内
訳
で
商
工
会
議
所
さ
ん
か
ら
は
保
留
床
処
分
金
と
し
て
資
金
を

出
し
て
い
た
だ
く
だ
け
な
の
か
ど
う
か
。
ま
た
銀
行
等
は
入
ら
れ
な
い
の
か
。
さ
ら
に
、
地

権
者
の
方
が
54
名
い
る
が
、
同
意
を
得
ら
れ
て
い
な
い
の
が
何
名
か
い
る
と
聞
い
た
が
、
全

員
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
と
進
ん
で
い
か
な
い
の
か
、
都
市
計
画
決
定
が
さ
れ
て
い
る
の
で
、

同
意
が
な
く
て
も
仮
換
地
処
分
が
で
き
、
事
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
ま

た
、
こ
の
特
別
会
計
は
、
建
物
が
完
成
し
て
も
ず
っ
と
続
い
て
い
く
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り

ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
現
在
の
会
議
所
が
持
っ
て
い
る
土
地
、
建
物
に
つ
い
て
現
在
の
価
格
を

算
定
し
、
新
し
い
ビ
ル
と
の
価
格
差
と
し
て
１
億
円
程
度
で
床
を
買
っ
て
い
た
だ
く
。
ま
た

銀
行
に
つ
い
て
は
権
利
者
の
１
人
で
あ
る
の
で
、
再
開
発
ビ
ル
の
１
階
へ
入
っ
て
い
た
だ
く

予
定
で
進
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
意
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
全
員
同
意
が
必
要
だ
と

考
え
て
い
る
が
、
同
意
を
得
ら
れ
な
く
て
も
事
業
を
進
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
の
こ
と

で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
同
意
を
得
ら
れ
て
い
な
い
方
は
、
１
名
と
代
替
の
関
係
で
２
名
と

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
更
に
は
、
こ
の
特
別
会
計
は
、
事
業
が
終
わ
っ
た
時
点
で
、
事
業

費
を
算
出
し
、
早
い
時
期
に
精
算
し
て
い
く
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
案
は
、
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
敷
地
内
に
建
設
を
進
め
て
い
る

伊
賀
市
健
診
セ
ン
タ
ー
の
開
設
に
伴
い
、
施
設
の
名
称
及
び
位
置
、
業
務
、

休
診
日
等
、
健
診
料
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
働
い
て
い
る
方
も
検
診
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
月
に
１

回
で
も
休
日
を
検
診
日
に
当
て
て
も
ら
え
る
考
え
は
な
い
の
か
、
ま
た
適
正

な
職
員
数
と
は
ど
の
程
度
考
え
て
い
る
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
公
的
病
院
な
の
で
休
日
ま
で
職
員
を
勤
務
さ
せ
る
こ
と

は
難
し
い
が
、
同
セ
ン
タ
ー
及
び
ペ
ッ
ト
Ｃ
Ｔ
の
普
及
を
図
っ
て
い
く
こ
と

に
つ
い
て
再
度
病
院
内
で
検
討
し
て
い
き
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、

職
員
数
は
、
医
師
・
薬
剤
師
・
臨
床
検
査
技
師
・
放
射
線
技
師
・
管
理
栄
養

士
・
看
護
士
・
看
護
助
手
・
事
務
職
員
・
技
術
職
員
の
専
任
５
名
兼
任
18
名

臨
時
職
員
７
名
体
制
で
運
営
し
て
い
き
た
い
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

各常任委員会では、第7回定例会において付託された議案　30
件について審査を行いました。主なものは、次のとおりです。

02月28日(水)　本会議　開会
03月05日(月)　本会議　代表質問
12月06日(火)　本会議　一般質問
12月07日(水)　本会議　一般質問
12月08日(木)　本会議　一般質問
12月12日(月)　予算特別委員会�
12月13日(火)　予算特別委員会�
12月14日(水)　予算特別委員会�
12月15日(木)　常任委員会�
12月19日(月)　常任委員会�
12月23日(金)　本会議　閉会

※本会議は市役所２階市議会議場
で、委員会は２階市議会委員会
室で開催されます。�

※時間は、いずれも午前10時か
ら開催の予定です。

※変更される場合もありますので、
ご確認ください。

お問い合わせ：伊賀市議会事務局
電話　22‐9687

3月定例会の開催日程（予定）
3月定例会は、2月28日(水)から3
月23日(金) までの会期24日間の日
程で開催の予定です。

▲上野市駅前

伊
賀
市
健
診
セ
ン
タ
ー
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議
案
第
百
六
十
八
号�

　
『
助
役
制
度
及
び
収
入
役
制
度
の
見
直
し
に
伴
う

　
　
　
　
　
　
　
　
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
』�

　
本
案
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
平
成
19
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
「
助
役
」
が
「
副
市
長
」
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
「
収
入
役
」
が
廃
止
と
な

り
、
一
般
職
の
「
会
計
管
理
者
」
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
と

の
こ
と
で
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
副
市
長
２
人
制
や
会
計
管
理
者
に
つ
い
て
の
市
長
の
考
え
は
ど
う
か
。
ま

た
、
助
役
か
ら
副
市
長
に
な
っ
て
委
譲
さ
れ
る
権
限
は
、
今
わ
か
る
範
囲
で
ど
ん
な
も
の
か
、
さ

ら
に
、
会
計
管
理
者
の
設
置
に
よ
り
、
会
計
管
理
者
と
出
納
室
長
が
一
本
化
さ
れ
る
の
か
と
質
疑

が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
助
役
２
人
制
は
合
併
時
の
合
意
で
４
年
間
は
こ
の
ま
ま
で
い
き
た
い
と
の
こ

と
で
あ
り
、
助
役
そ
れ
ぞ
れ
に
担
当
を
決
め
る
こ
と
で
一
定
の
効
果
が
出
て
い
る
と
の
こ
と
で
し

た
。
ま
た
、
委
譲
さ
れ
る
権
限
は
、
現
時
点
で
は
具
体
的
に
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
各
部
に
ヒ

ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
副
市
長
に
委
譲
す
る
権
限
の
詳
細
を
決
め
、
４
月
１
日
ま
で
に
規
則
に
よ
り

告
示
す
る
予
定
で
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
さ
ら
に
、
会
計
管
理
者
の
設
置
に
つ
い
て
、
会
計
管

理
者
は
一
般
職
で
あ
る
の
で
、
出
納
室
長
が
よ
り
権
限
を
持
っ
た
形
に
な
る
が
、
一
本
化
さ
れ
る

か
ど
う
か
は
組
織
と
し
て
決
ま
っ
て
い
な
い
、

と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
討
論
に
お
い
て
委
員
か
ら
は
、
合
併
後
の
早
期
一
体
化
の
疎
外
に
な
ら
な
い
よ
う
に
制
度
運

用
す
べ
き
で
あ
り
、
今
後
決
め
ら
れ
る
副
市
長
の
職
権
・
業
務
分
担
が
市
民
に
わ
か
り
や
す
い
も

の
に
な
る
よ
う
に
望
む
と
の
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

議
案
第
百
七
十
二
号

　
『
伊
賀
市
健
診
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
』

議
案
第
百
八
十
一
号

　
『
伊
賀
市
農
林
関
係
土
木
事
業
分
担
金

　
　
　
　
　
　
　
　
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

付
託
　
議
案
十
三
件

付
託
　
議
案
十
件

付
託
　
議
案
二
件

　
本
案
は
、
県
単
独
土
地
基
盤
整
備
事
業
及
び
県
単
独
農
村
集
落
機
能
強
化
支
援
事
業
の
分

担
金
の
率
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
県
単
独
農
村
集
落
機
能
強
化
支
援
事
業
の
採
択
条
件
と
予
算
枠
に
つ
い

て
、
ま
た
、
本
年
度
に
前
倒
し
す
る
事
業
内
容
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
同
事
業
で
い
う
カ
バ

ー
プ
ラ
ン
ツ
植
栽
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
県
の
採
択
基
準
は
２
ha
か
ら
20
ha
で
麦
、
大
豆
な
ど
集
団
転
作
営
農
に

取
り
組
ま
れ
て
い
る
地
域
が
優
先
さ
れ
、
予
算
枠
は
、
18
年
度
、
県
の
補
助
金
ベ
ー
ス
で
２

８
０
０
万
円
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
前
倒
し
す
る
事
業
は
、
柏
野
地
区
で
の
農
道

整
備
で
、
７
０
０
万
円
の
事
業
費
で
、
幅
員
３
ｍ
、
延
長
７
５
０
ｍ
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
同
事
業
で
い
う
カ
バ
ー
プ
ラ
ン
ツ
植
栽
と
は
、
高
い
畦
畔
な
ど
で
の
除
草
作
業
の

省
力
化
や
土
砂
流
失
防
止
の
た
め
に
植
物
を
植
栽
す
る
こ
と
で
、
茎
や
枝
を
横
に
伸
ば
し
地

面
を
覆
う
岩
だ
れ
草
な
ど
が
あ
る
、
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

議
案
第
百
八
十
二
号

　
『
伊
賀
市
特
別
会
計
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
』

付
託
　
議
案
五
件

　
本
案
は
、
上
野
市
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
収
支
な
ど
を
一
般
会
計
か
ら
切

り
離
し
、
円
滑
な
運
営
と
経
理
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
特
別
会
計
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
財
源
内
訳
で
商
工
会
議
所
さ
ん
か
ら
は
保
留
床
処
分
金
と
し
て
資
金
を

出
し
て
い
た
だ
く
だ
け
な
の
か
ど
う
か
。
ま
た
銀
行
等
は
入
ら
れ
な
い
の
か
。
さ
ら
に
、
地

権
者
の
方
が
54
名
い
る
が
、
同
意
を
得
ら
れ
て
い
な
い
の
が
何
名
か
い
る
と
聞
い
た
が
、
全

員
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
と
進
ん
で
い
か
な
い
の
か
、
都
市
計
画
決
定
が
さ
れ
て
い
る
の
で
、

同
意
が
な
く
て
も
仮
換
地
処
分
が
で
き
、
事
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
ま

た
、
こ
の
特
別
会
計
は
、
建
物
が
完
成
し
て
も
ず
っ
と
続
い
て
い
く
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り

ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
現
在
の
会
議
所
が
持
っ
て
い
る
土
地
、
建
物
に
つ
い
て
現
在
の
価
格
を

算
定
し
、
新
し
い
ビ
ル
と
の
価
格
差
と
し
て
１
億
円
程
度
で
床
を
買
っ
て
い
た
だ
く
。
ま
た

銀
行
に
つ
い
て
は
権
利
者
の
１
人
で
あ
る
の
で
、
再
開
発
ビ
ル
の
１
階
へ
入
っ
て
い
た
だ
く

予
定
で
進
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
意
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
全
員
同
意
が
必
要
だ
と

考
え
て
い
る
が
、
同
意
を
得
ら
れ
な
く
て
も
事
業
を
進
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
の
こ
と

で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
同
意
を
得
ら
れ
て
い
な
い
方
は
、
１
名
と
代
替
の
関
係
で
２
名
と

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
更
に
は
、
こ
の
特
別
会
計
は
、
事
業
が
終
わ
っ
た
時
点
で
、
事
業

費
を
算
出
し
、
早
い
時
期
に
精
算
し
て
い
く
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
案
は
、
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
敷
地
内
に
建
設
を
進
め
て
い
る

伊
賀
市
健
診
セ
ン
タ
ー
の
開
設
に
伴
い
、
施
設
の
名
称
及
び
位
置
、
業
務
、

休
診
日
等
、
健
診
料
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
す
。

▽
　
委
員
か
ら
は
、
働
い
て
い
る
方
も
検
診
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
月
に
１

回
で
も
休
日
を
検
診
日
に
当
て
て
も
ら
え
る
考
え
は
な
い
の
か
、
ま
た
適
正

な
職
員
数
と
は
ど
の
程
度
考
え
て
い
る
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

▽
　
当
局
か
ら
は
、
公
的
病
院
な
の
で
休
日
ま
で
職
員
を
勤
務
さ
せ
る
こ
と

は
難
し
い
が
、
同
セ
ン
タ
ー
及
び
ペ
ッ
ト
Ｃ
Ｔ
の
普
及
を
図
っ
て
い
く
こ
と

に
つ
い
て
再
度
病
院
内
で
検
討
し
て
い
き
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、

職
員
数
は
、
医
師
・
薬
剤
師
・
臨
床
検
査
技
師
・
放
射
線
技
師
・
管
理
栄
養

士
・
看
護
士
・
看
護
助
手
・
事
務
職
員
・
技
術
職
員
の
専
任
５
名
兼
任
18
名

臨
時
職
員
７
名
体
制
で
運
営
し
て
い
き
た
い
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

各常任委員会では、第7回定例会において付託された議案　30
件について審査を行いました。主なものは、次のとおりです。

02月28日(水)　本会議　開会
03月05日(月)　本会議　代表質問
12月06日(火)　本会議　一般質問
12月07日(水)　本会議　一般質問
12月08日(木)　本会議　一般質問
12月12日(月)　予算特別委員会�
12月13日(火)　予算特別委員会�
12月14日(水)　予算特別委員会�
12月15日(木)　常任委員会�
12月19日(月)　常任委員会�
12月23日(金)　本会議　閉会

※本会議は市役所２階市議会議場
で、委員会は２階市議会委員会
室で開催されます。�
※時間は、いずれも午前10時か
ら開催の予定です。
※変更される場合もありますので、
ご確認ください。

お問い合わせ：伊賀市議会事務局
電話　22‐9687

3月定例会の開催日程（予定）
3月定例会は、2月28日(水)から3
月23日(金) までの会期24日間の日
程で開催の予定です。

▲上野市駅前

伊
賀
市
健
診
セ
ン
タ
ー
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少
子
化
対
策
分
科
会
で
は
、
10
月
20
日
に
分
科
会
を

開
催
締
切
日
の
決
定
①
ア
ン
ケ
ー
ト
設
問
内
容
の
精
査

②
ア
ン
ケ
ー
ト
締
切
日
の
決
定
③
ア
ン
ケ
ー
ト
の
配
布

方
法
④
集
計
方
法
に
つ
い
て
は
少
子
化
対
策
分
科
会
で

行
な
う
こ
と
と
決
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
配
付
先
の

保
育
園
・
幼
稚
園
を
40
箇
所
、
企
業
・
事
業
所
50
社
を

分
科
会
委
員
で
手
分
け
を
し
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
協
力
の

お
願
い
に
伺
い
ま
し
た
。
次
に
、
高
齢
化
対
策
分
科
会

で
す
が
、
去
る
10
月
17
日
に
市
内
２
箇
所
の
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
を
訪
問
し
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
施
設
の
経
営
・

運
営
上
の
現
状
を
課
題
に
意
見
交
換
会
を
行
い
、
合
わ

せ
て
施
設
見
学
も
行
い
ま
し
た
。
11
月
28
日
に
少
子
高

齢
化
対
策
特
別
委
員
会
を
開
催
し
、
両
分
科
会
に
お
け

る
現
在
ま
で
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
報
告
い
た
し

ま
し
た
。
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
過
日
、
配
付
し
お

願
い
を
い
た
し
て
お
り
ま
し
た
少
子
化
に
関
す
る
意
識

調
査
の
回
収
状
況
で
す
が
、
11
月
28
日
現
在
で
、
企
業

用
１
５
部
・
市
民
用
２
６
１
部
の
合
計
２
７
６
部
の
回

答
を
い
た
だ
き
、
今
後
の
集
計
方
法
や
日
時
に
つ
い
て

協
議
を
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で

の
意
見
交
換
会
の
結
果
を
報
告
し
、
協
議
を
し
ま
し
た
。

そ
の
他
の
項
で
、
介
護
保
険
で
の
案
件
に
つ
い
て
行
政

担
当
者
よ
り
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　
当
委
員
会
は
、
９
月
議
会
以
降
、
10
月
３
日
に
開
催

し
、
11
月
24
日
豊
田
市
へ
交
通
問
題
で
視
察
を
行
な
い

ま
し
た
。
10
月
３
日
の
委
員
会
は
、
行
政
か
ら
現
在
進

め
て
い
る
交
通
問
題
の
説
明
を
受
け
、
意
見
交
換
会
を

し
ま
し
た
。
行
政
か
ら
は
交
通
計
画
を
策
定
す
る
た
め

に
設
置
さ
れ
た
、
交
通
計
画
協
議
会
が
中
間
案
の
取
り

ま
と
め
を
行
な
う
と
こ
ろ
ま
で
作
業
が
進
ん
で
い
る
こ

と
、
10
月
中
頃
か
ら
11
月
に
か
け
て
支
所
別
の
説
明
会

を
行
な
う
こ
と
。
来
年
の
年
明
け
後
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
行
い
18
年
度
中
に
交
通
計
画
を
完
成
す
る
こ
と
。

19
年
度
か
ら
地
域
の
住
民
や
議
会
の
理
解
を
得
な
が
ら

順
次
、
計
画
的
に
施
策
の
実
施
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
、

資
料
に
基
づ
き
詳
し
く
報
告
を
受
け
ま
し
た
。
委
員
か

ら
は
「
支
所
ご
と
に
実
施
す
る
の
で
す
か
」
「
当
委
員

会
で
検
討
し
て
き
た
不
便
地
域
の
解
消
案
に
つ
い
て
計

画
に
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
」
「
デ
マ
ン
ド
バ
ス
の

試
験
的
導
入
に
つ
い
て
全
市
的
に
や
る
べ
き
だ
」
「
新

堂
か
ら
伊
賀
神
戸
ま
で
通
学
を
含
め
た
バ
ス
を
走
ら
せ

て
ほ
し
い
」
「
ｅ
‐
ま
ち
タ
ク
シ
ー
、
デ
マ
ン
ド
バ
タ

ク
シ
ー
を
も
っ
と
活
用
す
べ
き
だ
」
「
運
賃
体
系
の
考

え
で
は
で
は
い
ま
ま
で
無
料
で
あ
っ
た
の
が
子
ど
も
半

額
で
も
月
５
０
０
０
円
に
も
」
等
各
委
員
か
ら
様
々
な

意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、
委
員
会
は
、
豊
田
市

の
視
察
内
容
も
含
め
、
当
委
員
会
め
ざ
す
不
便
地
区
の

解
消
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
深
め
、
様
々
な
角
度
か
ら
、

十
分
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
当
委
員
会
は
、
10
月
５
日
に
開
催
さ
れ
、
林
業
の
活

性
化
の
推
進
役
を
担
っ
て
い
る
、
マ
ル
タ
ピ
ア
協
業
組

合
、
フ
ォ
レ
ス
ト
伊
賀
及
び
伊
賀
森
林
組
合
と
の
懇
談

を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　
木
材
の
不
況
か
ら
近
年
、
各
林
家
に
よ
る
山
林
の
管

理
が
停
滞
し
、
山
林
離
れ
と
い
う
か
、
放
置
し
、
山
林

の
荒
廃
を
ま
ね
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
森

林
の
持
つ
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
ず
に
、
災
害
を
引

き
起
こ
し
て
い
る
た
め
、
早
急
に
対
策
を
考
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
マ
ル
タ
ピ
ア
は
、
６
万
㎡
の
広
大
な

売
り
場
と
高
性
能
設
備
を
有
す
る
、
伊
賀
唯
一
の
原
木

市
場
で
、
ま
た
、
フ
ォ
レ
ス
ト
伊
賀
で
は
、
多
く
の
若

い
林
業
労
働
者
が
活
動
で
き
る
よ
う
な
体
制
づ
く
り
を

整
え
る
た
め
に
設
立
さ
れ
、
活
動
さ
れ
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
り
ま
し
た
。
材
木
を
間
引
き
す
る
間
伐
は
、
健

全
で
活
力
あ
る
森
林
に
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
育
林
作

業
の
１
つ
で
、
森
林
内
に
適
度
な
光
が
入
り
、
低
木
や

下
草
の
発
生
が
促
さ
れ
、
表
土
の
流
出
が
防
止
さ
れ
る
。

形
質
の
優
れ
た
利
用
価
値
の
高
い
木
材
が
生
産
さ
れ
る

な
ど
の
目
的
が
あ
り
ま
す
。

　
間
伐
は
、
山
か
ら
出
し
て
く
る
経
費
が
高
く
つ
き
、

採
算
が
合
わ
な
い
、
山
林
者
が
高
齢
と
な
っ
て
い
る
な

ど
挙
げ
ら
れ
る
が
、
伊
賀
の
山
林
資
源
を
い
か
に
流
通

に
乗
せ
て
い
く
か
、
ま
た
、
生
産
経
費
を
下
げ
る
取
り

組
み
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
伊
賀
森
林
組
合
で
は
、

林
業
に
関
し
て
、
指
導
、
販
売
、
購
買
、
利
用
、
金
融
、

林
地
処
分
の
６
部
門
で
の
事
業
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

18
年
度
事
業
で
は
、
森
林
環
境
創
造
事
業
の
拡
大
・
流

域
循
環
資
源
林
や
流
域
公
益
林
の
整
備
事
業
の
推
進
・

治
山
、
受
託
造
林
、
林
道
管
理
、
調
査
事
業
を
進
め
る
・

緊
急
間
伐
団
地
の
設
定
な
ど
、
い
ず
れ
も
林
業
に
重
要

な
事
業
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
全
体
を
通
し
、
地
産
地

消
で
伊
賀
材
を
使
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
ア
ピ
ー
ル

に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
林
道
整
備
な
ど
間

伐
に
対
し
て
、
力
を
入
れ
て
ほ
し
い
と
の
要
望
が
あ
り

ま
し
た
。
委
員
会
と
し
て
は
、
林
家
の
生
活
の
た
め
に

も
、
更
に
は
健
全
な
森
林
管
理
運
営
の
た
め
に
も
、
林

業
に
対
す
る
施
策
を
十
分
に
考
え
、
促
進
・
支
援
体
制

を
講
じ
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
市
、

県
、
国
に
お
い
て
も
林
業
の
生
産
基
盤
と
な
る
整
備
、

特
に
林
道
な
ど
の
作
業
道
の
新
設
、
整
備
を
推
進
し
、

森
林
へ
簡
単
に
通
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
林

業
の
活
性
化
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
今
後
も
引
き
続
き
、

農
林
業
の
活
性
化
に
向
け
て
調
査
研
究
を
重
ね
、
努
力

し
て
ま
い
り
ま
す
。

特別委員会報告
少
子
高
齢
化
対
策
特
別
委
員
会

交
通
対
策
特
別
委
員
会

農
林
業
活
性
化
特
別
委
員
会
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当
委
員
会
で
は
、
中
心
市
街
地
活
性
化
に
関
す
る
法

律
の
改
正
を
受
け
、
当
初
よ
り
改
正
点
の
研
究
を
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。
ま
た
、
伊
賀
市
に
お
き
ま
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
も
多
様
な
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
お
り

ま
す
が
、
中
心
市
街
地
活
性
化
を
達
成
す
る
た
め
に
、

新
法
に
基
づ
く
新
し
い
理
念
と
方
向
付
け
を
行
い
、
実

現
可
能
な
具
体
的
な
事
業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。
活
性
化
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
行
政
、

議
会
、
活
性
化
委
員
会
、
住
民
の
共
通
認
識
が
必
要
と

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
委
員
会
と
い
た
し
ま
し
て
は
、

11
月
17
日
に
活
性
化
委
員
会
準
備
委
員
会
の
皆
さ
ん
方

と
の
懇
談
会
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
現
状
の
説
明
、

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
、
今
後
の
活
動
な
ど
を
聞
か
せ

て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
懇
談
会
の
な
か
で
、
①

ま
ち
の
継
続
的
な
賑
わ
い
を
創
出
す
る
た
め
に
は
、
会

社
組
織
で
な
い
と
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
②
中
心
市
街

地
位
置
づ
け
と
都
市
機
能
の
維
持
の
た
め
の
方
策
を
探

る
べ
く
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
作
ら
れ
、
す
で
に
４

回
開
か
れ
て
い
る
こ
と
③
少
な
い
国
の
認
定
確
保
の
た

め
に
、
県
下
で
も
っ
と
も
計
画
が
進
ん
で
い
る
と
の
こ

と
、
な
ど
説
明
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

意
見
交
換
の
な
か
で
は
、
①
中
心
市
街
地
の
範
囲
に
つ

い
て
、
ま
た
、
い
ろ
ん
な
方
策
な
ど
聞
か
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、
具
体
的
な
計
画
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
の

こ
と
で
あ
る
②
中
心
市
街
地
活
性
化
は
も
う
遅
い
の
で

は
な
い
の
か
、
と
の
意
見
も
聞
か
れ
ま
し
た
が
、
中
心

市
街
地
の
現
状
を
考
え
て
み
る
と
き
、
何
も
対
策
を
行

な
わ
な
い
と
い
う
の
で
は
地
域
づ
く
り
が
出
来
な
い
の

で
は
な
い
か
と
の
意
見
で
ま
と
ま
り
ま
し
た
。
最
後
に
、

設
立
準
備
委
員
か
ら
は
、
こ
の
中
心
市
街
地
活
性
化
計

画
は
最
後
の
計
画
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
つ
く
い
の
気

持
ち
で
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
の
話
が
あ
り
、

委
員
も
熱
意
を
感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　
当
委
員
会
は
、
10
月
27
日
に
開
催
さ
れ
、
伊
賀
市
に

お
け
る
処
理
方
法
の
異
な
る
（
特
色
あ
る
）
３
施
設
の

視
察
研
修
を
行
な
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
い
が
ま
ち
西
部

と
阿
山
河
合
処
理
区
の
せ
せ
ら
ぎ
浄
化
セ
ン
タ
ー
に
つ

き
ま
し
て
は
、
処
理
方
法
は
、
土
壌
被
覆
礫
間
接
触
酸

化
法
で
特
色
は
、
時
間
が
50
時
間
と
長
い
た
め
負
荷
変

動
が
起
き
て
も
処
理
能
力
が
安
定
し
て
い
る
の
と
、
管

理
費
が
比
較
的
安
く
つ
く
と
の
説
明
を
受
け
た
。
次
に
、

上
野
新
都
市
浄
化
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
ま
す
が
、
処
理
方

法
は
、
活
性
汚
泥
法
と
砂
ろ
過
を
組
み
合
わ
せ
た
方
式

で
、
排
除
方
法
は
、
分
流
式
で
通
常
の
汚
泥
管
と
、
浸

水
防
除
対
策
と
し
て
雨
水
管
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
こ
の

よ
う
な
処
理
区
は
、
こ
の
新
都
市
処
理
区
だ
け
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
後
、
ク
リ
エ
イ
ト
ラ
ン
ド
（
産
業
用
地
）

排
水
処
理
に
つ
い
て
の
説
明
を
受
け
た
。
三
箇
所
目
の

比
自
岐
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
で
は
、
し
尿
と
生
活

雑
排
水
を
活
性
汚
泥
方
式
の
連
続
流
入
間
欠
曝
気
方
式

を
採
用
し
、
処
理
し
た
後
、
水
生
植
物
等
の
自
然
水
質

浄
化
施
設
に
よ
り
浄
化
さ
れ
る
効
果
を
実
証
施
設
に
よ

り
実
験
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
、
接
触
酸
化

水
路
方
式
と
バ
イ
オ
ジ
オ
フ
ィ
ル
タ
ー
等
を
組
み
合
わ

せ
て
処
理
し
、
農
業
用
水
と
し
て
再
利
用
し
て
い
る
。

　
昨
年
10
月
24
日
開
催
さ
れ
ま
し
た
伊
賀
南
部
環
境
衛

生
組
合
議
会
に
お
い
て
、
新
ご
み
焼
却
施
設
等
に
か
か

る
請
負
契
約
の
締
結
議
案
が
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
が
、
審
議
過
程
に
お
い
て
、
ご
み
処
理
施
設
比
較

検
討
審
査
委
員
会
で
下
位
評
価
で
あ
っ
た
業
者
が
請
け

負
う
こ
と
に
つ
い
て
、
安
全
・
安
心
面
に
お
い
て
不
安

が
あ
る
な
ど
の
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。
当
委
員
会
は
、

こ
の
こ
と
を
受
け
、
当
該
業
者
が
平
成
14
年
に
竣
工
し

た
長
崎
県
対
馬
市
の
対
馬
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
を
視
察

し
ま
し
た
。
対
馬
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
処
理
能
力
は
、

１
日
60
ト
ン
、
２
炉
、
ガ
ス
化
溶
融
炉
方
式
で
あ
り
、

南
部
環
境
衛
生
組
合
の
施
設
よ
り
小
規
模
で
す
が
、
焼

却
方
式
、
施
設
内
排
水
は
無
放
流
な
ど
同
様
で
あ
り
ま

し
た
。
担
当
者
の
案
内
に
て
、
施
設
内
を
つ
ぶ
さ
に
視

察
す
る
と
と
も
に
、
特
に
、
比
較
検
討
審
査
委
員
会
か

ら
指
摘
の
あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
質
し
た
と
こ
ろ
、
連

続
稼
働
日
数
は
45
日
で
あ
り
、
窒
素
酸
化
物
の
大
き
な

変
動
も
な
く
安
定
し
て
い
る
、
更
に
、
操
業
以
来
、
重

大
な
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
順
調
に
稼
動
し
て
い
る
、
と
の

説
明
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
当
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は
、
ご
み
１
キ
ロ
当
た
り
38
円

と
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
担
当
者
か
ら
、
維
持
管
理

業
者
と
の
委
託
契
約
は
、
長
期
で
の
契
約
を
勧
め
る
、

と
の
助
言
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

中
心
市
街
地
活
性
化
対
策
特
別
委
員
会

川
上
ダ
ム
・
下
水
道
対
策
特
別
委
員
会

人
権
同
和
・
環
境
対
策
特
別
委
員
会
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■　原案可決されたもの
議案第157号　平成18年度三重県伊賀市一般会計補正予算（第2号）
� < 全会一致 >
議案第158号　平成18年度三重県伊賀市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）
� < 全会一致 >
議案第159号　平成18年度三重県伊賀市簡易水道事業特別会計補正予算（第2号）�
� 　< 全会一致 >
議案第160号　平成18年度三重県伊賀市老人保健特別会計補正予算（第2号）
� < 全会一致 >
議案第161号　平成18年度三重県伊賀市介護保険事業特別会計補正予算

（第2号）� < 全会一致 >
議案第162号　平成18年度三重県伊賀市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第1号）� < 全会一致 >
議案第163号　平成18年度三重県伊賀市公共下水道事業特別会計補正予算

（第1号）� < 全会一致 >
議案第164号　平成18年度三重県伊賀市浄化槽事業特別会計補正予算（第1号）
� < 全会一致 >
議案第165号　平成18年度三重県伊賀市病院事業会計補正予算（第3号）
� < 全会一致 >
議案第166号　平成18年度三重県伊賀市水道事業会計補正予算（第2号）�
� < 全会一致 >
議案第167号　平成18年度三重県伊賀市伊賀下水道事業会計補正予算　

（第1号）� < 全会一致 >
議案第168号　助役制度及び収入役制度の見直しに伴う関係条例の整理に関す

る条例制定について� < 賛成多数 >
地方自治法の一部改正により、平成19年4月1日からの助役及び収入
役制度の改正により関係条例を改正するもの。

議案第169号　吏員制度の廃止による関係条例の整理に関する条例の制定に
ついて� < 全会一致 >

地方自治法の一部改正により関係条例を改正するもの。
議案第170号　伊賀市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例の制定に

ついて� < 全会一致 >
辺地地域で施工する移動通信用鉄塔施設整備事業の費用に充てるた
め、この施設を利用する通信事業者から分担金を徴収するための条
例を制定しようとするもの。

議案第171号　学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理
に関する条例の制定について� < 全会一致 >

学校教育法の一部改正により関係条例を改正するもの。
議案第172号　伊賀市検診センター設置条例の制定について� < 全会一致 >

伊賀市検診センターの開設に向けて、名称及び位置、業務や休診日
等について規定するため本条例を制定するもの。

議案第173号　伊賀市職員の給与に関する条例の一部改正について
� < 全会一致 >

平成18年度の人事院勧告に準じて本条例を改正するもの。
議案第174号　伊賀市消防団員等公務災害補償条例の全部改正について
� < 全会一致 >
議案第175号　伊賀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の

一部改正について� < 全会一致 >
政令の規定の例を準用するため、本条例を改正するもの。

議案第176号　伊賀市給食センター設置条例の一部改正について
� < 賛成多数 >

「（仮称）いがっこ給食センター夢」の設立に伴う同施設の名称等
を追加するため、本条例を改正するもの。

議案第177号　あやま文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に
ついて� < 全会一致 >

利用料金について条例を改正するもの。
議案第178号　伊賀市保育所条例の一部改正について� < 全会一致 >
議案第179号　伊賀市子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の一部

改正について� < 全会一致 >
伊賀市立大山田西保育園の設置位置の変更と同園に併設する子育て
支援センターの施設の名称や位置、利用時間等定めるため本条例を
改正するもの。

議案第180号　伊賀市立上野総合市民病院の診療報酬額の基準及び使用料、手
数料等に関する条例の一部改正について� < 全会一致 >

厚生労働省の告示名称の変更により本条例を改正するもの。
議案第181号　伊賀市農林関係土木事業分担金徴収条例の一部改正について
� < 賛成多数 >

県単独土地基盤整備事業及び県単独農村集落機能強化支援事業の分
担金の率を改正するもの。

議案第182号　伊賀市特別会計条例の一部改正について� < 全会一致 >
「上野市駅前地区市街地再開発事業」の適正な経理を行うため平成
19年度から「伊賀市市街地再開発事業特別会計」の設置による本条

例を改正するもの。
議案第183号　伊賀市伊賀下水道事業の財務に関する条例の廃止について　　�

� < 全会一致 >
下水道事業の経理方式について、特別会計方式に統一するため、同
条例を廃止するもの。

議案第184号　伊賀市・名張市広域行政事務組合規約の変更に関する協議に
ついて� < 賛成多数 >

地方自治法の一部改正により、本組合規約の変更に関する協議。
議案第185号　伊賀南部消防組合規約の変更に関する協議について
� < 全会一致 >
議案第186号　伊賀南部消防組合の解散に関する協議について�< 全会一致 >
議案第187号　伊賀南部消防組合の解散に伴う財産処分に関する協議について
� < 全会一致 >

平成19年3月の同組合解散にあたり、地方自治法の規定により解散後
の事務の継承について組合規約の変更を、また、同組合の解散につ
いて、名張市と協議を行うこと、そして、その財産処分に関する協
議。

議案第188号　伊賀南部環境衛生組合規約の変更に関する協議について
� < 賛成多数 >

地方自治法の一部改正により、本組合規約の変更に関する協議。
議案第189号　辺地に係る総合整備計画について� < 全会一致 >

青山支所管内の新たな５地区における道路、簡易水道施設、集会施
設、通信施設等の公共施設について、平成18年度から22年度までの
５ヵ年の総合整備計画を作成しようとするもの。

議案第190号　辺地に係る総合整備計画の変更について� < 全会一致 >
青山支所管内の種生地区の整備計画の一部変更を行うもの。

議案第191号　字の区域の変更について� < 全会一致 >
県営経営体育成ほ場整備事業倉部川沿岸地区野村換地工区の土地改
良事業に伴い、耕地等が整理統合されたので、小字の区域を変更し
ようとするもの。

議案第192号　三重県後期高齢者医療広域連合設立の協議について�
� < 賛成多数 >

後期高齢者医療制度の事務を効率的に処理するため、県内すべての
市と町が加入する広域連合を設立予定で、関係団体の協議で定めよ
うとするもの。

議案第193号　指定管理者の指定について� < 全会一致 >
阿山交流促進施設について阿山物産振興協同組合を指定管理者に指
定するもの。

議案第194号　工事請負契約の締結について� < 全会一致 >
青山支所管内の市道腰山福川線道路改良工事

議案第195号　工事請負契約の締結について� < 全会一致 >
青山支所管内の市道阿保老川線道路改良工事

議案第196号　（仮称）伊賀市給食センター厨房機器一式（可動機器）の買入
れについて� < 賛成多数 >

議案第197号　市道路線の認定について� < 全会一致 >
県道の移管や道路の建設等に伴い新たに３路線を認定するもの。

議案第198号　市道路線の変更について� < 全会一致 >
道路の建設やほ場整備事業等よる起終点の見直し等より６路線を変
更するもの。

議案第199号　市道路線の廃止について� < 全会一致 >
路線見直しに伴い１路線を廃止するもの。

発議第18号　　伊賀市議会委員会条例の一部改正について� < 全会一致 >
地方自治法の一部改正により本条例を改正するもの。

発議第19号　　伊賀市議会会議規則の一部改正について� < 全会一致 >
地方自治法の一部改正により本規則を改正するもの。

■　原案同意されたもの
議案第200号　公平委員会委員の選任について� < 全会一致 >

中林律子氏(伊賀市川西)が同意されました。
議案第201号　教育委員会委員の任命について� < 全会一致 >

岡島和子氏(伊賀市中村)が同意されました。

議案第153号　損害賠償の額を定め、和解することについて� < 全会一致 >
医療事故による損害賠償の額を定めようとするもの。

議案第154号　平成18年度三重県伊賀市病院事業会計補正予算（第２号）
� < 全会一致 >
議案第155号　工事請負契約の締結について� < 全会一致 >

しらさぎクリーンセンター焼却施設の解体工事
議案第156号　工事請負契約の締結について� < 全会一致 >

島ヶ原第２浄水場築造工事に係る水処理施設
発議第17号　北朝鮮の地下核実験に対する国連安保理決議の完全履行と平和

解決を求める意見書（案）の提出について� < 全会一致 >

12月定例会議案等の審議結果

第6回(10月)臨時会議案等の審議結果

▲防災無線屋外拡声子局
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去る、12月に開催されました第7回伊賀市議会(定例会)では、一般質問が
12月11日から14日までの4日間行われ、19名の議員により市の諸問題に
ついての質問がありました。

１月10日、議会運営委員会によって選任された６名の委員による議員政治倫理
審査会における審査結果の概要を政治倫理条例施行規則第７条により、次のとお
り公表します。

当審査会は、議長から、本城善昭議員に対して、「伊賀市議会だより（平成18年６月１日№５）に掲載（原
稿は自ら作成）した一般質問の内容に偽りがあった」として、伊賀市議会議員政治倫理条例（以下「条例」
という。）第３条に違反するおそれがあるとのことで、審査を付されたところであります。
当審査会では、今日まで６回の審査会を開催し、慎重審査を行ってきたところであります。
１月19日開催の第１回の審査会においては、会長に山岡耕道、副会長に岩田佐俊君を互選し、今後の進め

方について協議を行い、第２回審査会においては、発覚から今日までの経緯、第３回審査会では、条例第６
条第１項でいう審査請求の適否について協議し、本審査請求が妥当である旨、決定いたしました。
第３回・第５回の審査会では、本城善昭議員からの意見陳述、委員からの質疑が行われたところでありま

す。
審査内容の詳細につきましては会議録に譲りますが、特に、本城善昭議員から虚偽の記述にいたった経緯、

市議会だよりの信用を失墜させたこと、並びに、市民・議会等関係者に対する陳謝がありました。委員から
は、団体等に対する利益誘導ではないか、思いが高じての虚偽記述と言われるが捏造ではないかとの質疑が
あり、本城善昭議員からは、決して利益誘導を意図した記述ではない、また、捏造と言われれば認めざるを
得ない、とのことでありました。
当審査会は、以上のような審査経緯を踏まえ、次のような結論を得たところであります。
本城善昭議員には、議員全員懇談会での陳謝、広報委員会委員、及び少子高齢化対策特別委員会副委員長

の辞職願などが提出されているものの、市議会だよりへ虚偽の原稿を掲載した行為は、市民並びに福祉に携
わる団体等へ多大なる迷惑をかけ、また、市議会並びに市議会だよりに対する信頼を著しく失墜させた責任
は重大である。
これらの理由により、本城善昭議員には、条例第3条第5号に抵触するものと考えられる。
ついては、議長において、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、

市民の信頼を回復する処置を定めた、条例第９条により、
・任期中の全ての役職停止。
以上の処置を講じられんことを付言し、報告とします。

平成19年1月29日

　　　　　伊賀市議会議長　安本　美栄子　様

伊賀市議会議員政治倫理審査会　　　　　
会長　山岡　耕道　　　

議長においては、上記議員政治倫理審査会からの報告を受け、１月29日付にて、
本城善昭議員に対して、次の文書を手渡しました。

　　　　　　平成19年1月29日

　　　　　伊賀市議会議員　本城　善昭　様
伊賀市議会議長　安本　美栄子　　　　　

貴殿が記述した、「伊賀市議会だより（平成18年6月1日№5）に掲載した一般質問の内容に偽りがあった」
として、伊賀市議会議員政治倫理条例（以下「条例」という。）第４条の規定に基づき、調査請求書が提出
され、条例３条に違反するおそれがあるとのことで、政治倫理審査会に審査を付したところであります。
１月29日付にて、同審査会会長から、市議会だよりへ虚偽の原稿を掲載した貴殿の行為は、市民並びに福

祉に携わる団体等へ多大なる迷惑をかけ、また、市議会並びに市議会だよりに対する信頼を著しく失墜させ
た責任は重大であり、条例第３条第５号に抵触する。
よって、本職に対して､「任期中の全ての役職停止」の処置を講じられたいとの報告がありました。
ついては、本職においても､この件にかかる貴殿の行為は、市民全体の代表者である議員としての品位と名
誉を損なう行為と考え､条例第９条に基づき、議会運営委員会の同意を得たので､同条第３号により、貴殿に
次のことを求めます。

記
１．任期中の全ての役職停止。
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バス運行希望調査（案）
　交通対策特別委員会では、バスの運行希望路線を調査しました。バスの運行希望路線は、
ＡからＭの13路線、総キロ数は115ｋｍに及び希望停留所は85ヶ所になりました。
　なお、この調査結果をどのように生かしていくか検討を重ねているところです。


